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商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 28年４月 28日開催の取締役会において、平成 28年５月 27日開催予定の株主総会で定款の一

部が承認されることを条件として、以下のとおり、商号を変更することなどを決議いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

 

１．商号の変更について 

（１）変更の理由 

「ＳＴＵＤＩＯＵＳ」という業態だけにとらわれず、「ＵＮＩＴＥＤ ＴＯＫＹＯ」業態も含めて展開し

ていくため、企業名を「ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ」と改めるものであります。 

 

 

（２）新商号（英文表記） 

株式会社ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ（英文：ＴＯＫＹＯ  ＢＡＳＥ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．） 

 

 

 

（３）変更予定日 

平成 28年６月１日 

   

 

 

２．定款の一部変更の内容・理由 

商号の変更の内容・理由も含めて定款の変更内容・理由については別紙に記載しておりますのでご覧く

ださい。 

 

 

 

以  上 

会 社 名 株 式 会 社 Ｓ Ｔ Ｕ Ｄ Ｉ Ｏ Ｕ Ｓ 

代表者名 代 表 取 締 役 Ｃ Ｅ Ｏ  谷  正 人 

 （コード番号：3415  東証マザーズ） 

問合せ先 取締役ＣＦＯ管理部長  中 水 英 紀 

 （TEL.03-6712-6842） 



別 紙 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 提案の理由 

（商 号） （商 号）  

第１条 当会社は、株式会社Ｓ

ＴＵＤＩＯＵＳと称し、

英文ではＳＴＵＤＩＯＵ

Ｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．と

表示する。 

第１条 当会社は、株式会社Ｔ

ＯＫＹＯ ＢＡＳＥと称

し、英文ではＴＯＫＹＯ 

 ＢＡＳＥ Ｃｏ．，Ｌ

ｔｄ．と表示する。 

「ＳＴＵＤＩＯＵＳ」という業

態だけにとらわれず、「ＵＮＩＴ

ＥＤ ＴＯＫＹＯ」業態含め展

開していくため、企業名を「Ｔ

ＯＫＹＯ ＢＡＳＥ」と改める

ものであります。 

（新  設） （附 則）  

 第１条 第１条（商 号）の変

更は、平成28年６月１日

より実施する。なお、本

附則は、第１条の効力発

生日経過後削除されるも

のとする。 

 

（目 的） （目 的）  

第２条 当会社は、次の事業を

営むことを目的とする。 

（１）衣料品、服飾雑貨、日

用雑貨品の企画、デザイ

ン、製造、販売並びに輸

出入業 

 

（２）イベントの企画及び立

案に関する業務 

（３）貸衣裳業 

（４）レストラン、飲食店の

経営 

（５）有価証券の売買並びに

保有及び運用業務 

（新  設） 

 

（６）前各号に附帯する一切

の事業 

第２条 当会社は、次の事業を

営むことを目的とする。 

（１）（現行どおり） 

 

 

 

 

（２）（現行どおり） 

 

（３）（現行どおり） 

（４）（現行どおり） 

 

（５）（現行どおり） 

 

（６）古物営業法による古物

商 

（７）前各号に附帯する一切

の事業 

今後の業務範囲の拡大及び新分

野への展開に備えるため、事業

目的を追加するものでありま

す。 

第３条～第20条 （条文省略） 第３条～第20条 （現行どお

り） 

 



現行定款 変更案 提案の理由 

（取締役の任期） （取締役の任期）  

第21条 取締役の任期は、選任

後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の

終結の時までとする。 

  ② 増員により、又は補欠

として選任された取締役

の任期は、他の在任取締

役の任期の満了する時ま

でとする。 

第21条 取締役の任期は、選任

後１年以内に終了する事

業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の

終結の時までとする。 

（削  除） 

 

 

 

 

 

 

 

取締役の経営責任を明確にし、

経営環境の変化に迅速に対応で

きる経営体制を構築するため、

取締役の任期を２年から１年に

短縮することとし、現行定款第

21条（取締役の任期）につき所

要の変更を行うとともに、平成

27年５月27日開催の第７回定時

株主総会において選任された取

締役の任期については、従前の

規定が適用されることを明確に

するため附則を設けるものであ

ります。 

（新  設） （附 則） 

第２条 第21条の規定にかかわ

らず、平成27年５月27日

開催の第７回定時株主総

会において選任された取

締役の任期は、平成29年

開催の定時株主総会終結

の時までとする。 

なお、本附則は、当該期

日経過後、これを削除す

る。 

 

第22条～第29条 （条文省略） 第22条～第29条 （現行どお

り） 

 

（取締役の責任免除） 

第30条 （条文省略） 

  ② 当会社は、会社法第４

２７条第１項の規定によ

り、社外取締役との間

に、同法第４２３条第１

項の賠償責任を限定する

契約を締結することがで

きる。ただし、当該契約

に基づく賠償責任の限度

額は、法令の定める最低

責任限度額とする。 

（取締役の責任免除） 

第30条 （現行どおり） 

  ② 当会社は、会社法第４

２７条第１項の規定によ

り、取締役（業務執行取

締役等である者を除く）

との間に、同法第４２３

条第１項の賠償責任を限

定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当

該契約に基づく賠償責任

の限度額は、法令の定め

る最低責任限度額とす

る。 

 

「会社法の一部を改正する法律」

（平成26年法律第90号）が平成

27年５月１日に施行され、新た

に業務執行取締役等でない取締

役との間でも責任限定契約を締

結することが認められたことに

伴い、それらの取締役について

も、その期待される役割を十分

に発揮できるよう、現行定款第

30条第２項の一部を変更するも

のであります。なお、本条本項

の変更に関しましては、各監査

役の同意を得ております。 

第31条～第39条 （条文省略） 第31条～第39条 （現行どお

り） 

 



現行定款 変更案 提案の理由 

（監査役の責任免除） 

第40条 （条文省略） 

  ② 当会社は、会社法第４

２７条第１項の規定によ

り、社外監査役との間

に、同法第４２３条第１

項の賠償責任を限定する

契約を締結することがで

きる。ただし、当該契約

に基づく賠償責任の限度

額は、法令の定める最低

責任限度額とする。 

（監査役の責任免除） 

第40条 （現行どおり） 

  ② 当会社は、会社法第４

２７条第１項の規定によ

り、監査役との間に、同

法第４２３条第１項の賠

償責任を限定する契約を

締結することができる。

ただし、当該契約に基づ

く賠償責任の限度額は、

法令の定める最低責任限

度額とする。 

 

「会社法の一部を改正する法律」

（平成26年法律第90号）が平成

27年５月１日に施行され、新た

に社外監査役でない監査役との

間でも責任限定契約を締結する

ことが認められたことに伴い、

それらの監査役についても、そ

の期待される役割を十分に発揮

できるよう、現行定款第40条第

２項の一部を変更するものであ

ります。 

第41条～第49条 （条文省略） 第41条～第49条 （現行どお

り） 

 

 

 

以 上 


